
板橋区納税証明書等の交付請求に係る本人確認に関する事務取扱要綱 

 

平成 1８年１１月３０日区長決定 

  令和２年４月１日一部改正 

令和６年１１月２８日一部改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号。以下「法」という。）に基づき

納税証明書（軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）を除く。）、課税証明書及

び非課税証明書の交付を請求する者に対し、請求者が請求者本人であることの確認（以

下「本人確認」という。）を行うことにより、虚偽その他の不正な手段による交付請求を

防止し、もって区民等の個人情報を保護することを目的とする。 

 

（本人確認を行う事務） 

第２条 本人確認を行う事務は、次の各号に定めるものとする。 

⑴  法第 20条の 10に規定する納税証明書（軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検

査用）を除く。）の交付 

⑵ 課税証明書の交付 

 ⑶ 非課税証明書の交付 

（本人確認の方法） 

第３条 請求者の本人確認は、請求を行う者（情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成 14年法律第 151号）第６条第１項に規定する電子情報処理組織を使用し

て行われる申請を行う場合にあっては、当該交付を受ける者）に対し、官公署が発行し

た免許証、許可証若しくは身分を証する書面又はその他の書面等であって別表に定める

もの（以下「本人確認書類」という。）の提示を求めることにより行う。 

２ 前項の本人確認を行う場合において、区長が必要と認めるときは、請求者に対し、あ

わせて質問等による調査を行うことができる。 

３ 本人確認書類を所持していない請求者等については、質問等の方法により本人確認が

できた場合は交付をすることを妨げない。 

４ 前３項の規定は、請求者の委任を受けて、その代理人又は使者（以下「代理人等」と

いう。）が前条各号に掲げる請求の手続を行う場合において、当該代理人等の本人確認に

ついて準用する。 

 

（郵便による交付の請求の本人確認） 

第４条 区長は、郵便により、第２条各号に掲げる請求を受理したときは、住民基本台帳

により住民登録地を確認のうえ、住民登録地の本人あて送付することにより本人確認に

代える。ただし、区長は、請求者の住民登録地が確認できない場合においては、請求者

に対し、質問等による調査を行うことができる。 

 



 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が

別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成 18年 12月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

  付 則 

１ この要綱は、令和６年 12月２日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に被保険者証が交付されている者に対する本人確認につい 

ては、当該被保険者証の有効期間（当該有効期間が令和７年 12月２日以後の日に到来

する場合は、令和７年 12月１日）が到来するまでの間は、なお従前の例による。 

 

 

別表（第３条関係） 

本人確認書類の範囲 

１ １点で確認する本人確認書類  

第３条第１項に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分を証する書面は、写真

に浮出しプレスによる認証のあるもの又は写真を特殊加工してあるものとする。 

２ ２点で確認する本人確認書類  

(１)  国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）第９条第２項（同法第 22条において準

用する場合を含む。）に規定する書面その他の健康保険の資格確認書、介護保険の被保

険者証又は各種医療証 

(２) 国民年金、厚生年金等各種年金の年金手帳又は年金証書 

(３) 診察券 

(４) 社員証又は学生証 

(５) キャッシュカード、クレジットカード又は預貯金通帳 

(６) 消印のある本人あて郵便物 

(７) 電気料金、ガス料金、水道料金等公共料金の領収書 

(８) 不動産賃貸借契約書 

(９) 生活保護受給者証 

(10) その他前各号に類する書類 

 

 


